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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、タイ王国にある投資先のYMPプレス&ダイ㈱（以下「同社」という）が関連会社になった以降の平成26年３

月期の監査済財務諸表が平成27年３月になっても受領できず、同社の決算数値が確定しない事態となりました。この

ことから、当社が現地調査を行った結果、同社の無形固定資産勘定に多額の生産準備費用等が計上されており、同社

に対する当社の投資に対して再評価の必要性及び短期貸付金、売掛金及び未収入金の回収可能性に疑義が生じている

ことが判明いたしました。

本案件の重要性を考慮して、平成27年４月21日に当社の会計処理の適切性及び同社に対する投融資の承認プロセス

の適切性について、外部の専門家を含めた調査、意見が必要であると判断し、社内調査委員会（以下「特別調査委員

会」という）を設置いたしました。

特別調査委員会による調査の結果、同社が資産計上した生産準備費用等は金型等に携わる部署の費用、金型等を使

用した部品の製造工程における試し部材料費などから構成されていることが明らかとなりました。タイ経済の低迷等

の同社を取り巻く環境や生産規模等を勘案した結果、これらの生産準備費用等は発生時に費用化すべきとの判断に

至ったほか、平成25年３月期に同社が購入した固定資産の購入額が当社の入手した客観的な評価額を上回っているこ

とが認識されました。

当社においてこれらの調査結果に基づいて同社の財務諸表を適切に修正した結果、平成25年３月期に遡及して同社

を持分法の適用範囲に含めるとともに、㈱K.F.N.（インドネシア共和国）を平成26年３月期の期首より持分法の適用

範囲に含めることといたしました。

この結果、平成27年３月期の第３四半期連結財務諸表において、持分法による投資損失760百万円を計上しておりま

す。

これらにより、当社が平成27年２月10日に提出いたしました第101期第３四半期(自　平成26年10月１日　至　平成

26年12月31日)四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４

項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出いたします。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており、

そのレビュー報告書を添付しております。

 
 
２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第１　企業の概況

　　１　主要な経営指標等の推移

　第２　事業の状況

　　３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　　　(1) 経営成績の分析

　　　(2) 財政状態の分析

　第４　経理の状況

　　１　四半期連結財務諸表

　　　(1) 四半期連結貸借対照表

　　　(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

　　　注記事項

　　　　(セグメント情報等)

　　　　(１株当たり情報)

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第100期

第３四半期
連結累計期間

第101期
第３四半期
連結累計期間

第100期

会計期間
自 平成25年４月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日

至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 289,828 311,988 399,378

経常利益 （百万円） 254 860 2,073

四半期純損失(△)又は当期純利益 （百万円） △1,050 △107 2,954

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 7,838 4,737 9,488

純資産額 （百万円） 56,446 59,690 57,600

総資産額 （百万円） 238,388 243,485 237,019

１株当たり四半期純損失金額(△)
又は当期純利益金額

（円） △15.02 △1.53 42.24

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 17.8 18.2 17.6
 

 

回次
第100期

第３四半期
連結会計期間

第101期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日

至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日

至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

（円） △5.98 0.30
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第100期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３ 第101期第３四半期連結累計期間及び第100期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国や欧州では景気が緩やかな回復を続けるなか、アジア地域

においては、中国では景気の減速感が強まっていることや、タイ、インドネシアなどでは停滞感も見られました。

国内経済は、消費税率引上げ前の駆け込み需要の反動が見られたものの、政府の経済対策などにより緩やかな回

復基調で推移してまいりました。しかしながら、景気の先行きは不透明な状況にあります。

当社グループの主要取引先であります自動車業界においては、北米では買い替え需要により堅調に推移し、欧州

では回復の兆しが見えてきておりますが、中国においては経済成長率の鈍化に伴い、自動車市場の需要も前年同期

に比べて伸び悩みました。国内市場においては、消費税率引上げ前の駆け込み需要の反動減が見られました。

こうした状況のなか、当社グループにおいては、生産体制の見直し、生産効率の向上、原価改善の推進及び物流

費の低減などの収益改善活動等に積極的に取り組んでまいりました。

当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は3,119億円(前年同四半期比7.6％増)となり、営業利益は20億

円(前年同四半期比372.4％増)、経常利益は８億円(前年同四半期比237.8％増)、四半期純損失は１億円(前年同四半

期は10億円の四半期純損失)となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本

売上高は消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減の影響により、1,764億円(前年同四半期比3.3％減)とな

りました。セグメント利益は１億円(前年同四半期比91.9％減)となりました。

②北米

売上高は687億円(前年同四半期比28.4％増)となりました。セグメント利益は４億円(前年同四半期は13億円の

セグメント損失)となりました。

③欧州

売上高は221億円(前年同四半期比26.1％増)となりました。セグメント損失は０億円(前年同四半期は６億円の

セグメント損失)となりました。

④アジア

売上高は544億円(前年同四半期比9.8％増)となりました。セグメント利益は12億円(前年同四半期比90.6％増)

となりました。
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(2)　財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産については、たな卸資産の増加、有形固定資産の増加、投資有価証券の増

加等により、前連結会計年度末に比べて64億円増加し、2,434億円となりました。負債については、借入金の増加、

リース債務の増加等により、前連結会計年度末に比べて43億円増加し、1,837億円となりました。純資産について

は、その他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べて20億円増加し、596億円となりました。

 

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。

 

(4)　研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2,233百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 70,049,627 70,049,627

東京証券取引所
市場第一部
名古屋証券取引所
市場第一部

単元株式数は
100株であります。

計 70,049,627 70,049,627 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月１日～
平成26年12月31日

─ 70,049 ─ 11,820 ─ 8,470
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成26年９月30日の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 97,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 69,859,400 698,594 －

単元未満株式 普通株式 93,127 － －

発行済株式総数  70,049,627 － －

総株主の議決権 － 698,594 －
 

 

② 【自己株式等】

平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
愛知県岡崎市橋目町字御茶屋１番地 97,100 － 97,100 0.1

フタバ産業株式会社

計 － 97,100 － 97,100 0.1
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 20,244 17,101

  受取手形及び売掛金 55,895 50,207

  製品 4,058 3,872

  仕掛品 7,979 10,459

  原材料及び貯蔵品 4,292 4,525

  繰延税金資産 5 3

  その他 7,942 8,642

  貸倒引当金 △53 △12

  流動資産合計 100,365 94,800

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 32,160 33,063

   機械装置及び運搬具（純額） 47,978 46,138

   工具、器具及び備品（純額） 4,694 5,317

   土地 14,751 14,903

   リース資産（純額） 4,693 5,779

   建設仮勘定 10,123 17,928

   有形固定資産合計 114,402 123,132

  無形固定資産 856 722

  投資その他の資産   

   投資有価証券 14,799 17,937

   長期貸付金 2,007 1,970

   退職給付に係る資産 4,580 4,867

   繰延税金資産 619 520

   その他 1,832 1,979

   貸倒引当金 △2,444 △2,444

   投資その他の資産合計 21,395 24,830

  固定資産合計 136,654 148,685

 資産合計 237,019 243,485
 

 

EDINET提出書類

フタバ産業株式会社(E02195)

訂正四半期報告書

 9/18



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 47,051 45,647

  電子記録債務 5,752 6,211

  短期借入金 32,314 36,787

  1年内返済予定の長期借入金 6,952 15,385

  リース債務 3,129 3,511

  未払法人税等 749 264

  未払消費税等 415 201

  役員賞与引当金 50 －

  未払費用 9,352 7,477

  その他 7,650 9,165

  流動負債合計 113,416 124,653

 固定負債   

  長期借入金 46,967 37,744

  リース債務 1,922 2,955

  繰延税金負債 7,859 8,426

  役員退職慰労引当金 89 81

  製品保証引当金 320 320

  退職給付に係る負債 8,350 9,112

  資産除去債務 189 189

  その他 302 311

  固定負債合計 66,002 59,141

 負債合計 179,419 183,794

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 11,820 11,820

  資本剰余金 8,616 8,616

  利益剰余金 11,842 10,755

  自己株式 △147 △148

  株主資本合計 32,131 31,043

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,912 6,820

  為替換算調整勘定 5,104 6,775

  退職給付に係る調整累計額 △474 △359

  その他の包括利益累計額合計 9,542 13,236

 少数株主持分 15,926 15,410

 純資産合計 57,600 59,690

負債純資産合計 237,019 243,485
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 289,828 311,988

売上原価 275,877 296,368

売上総利益 13,951 15,620

販売費及び一般管理費 13,521 13,591

営業利益 429 2,028

営業外収益   

 受取利息 277 247

 受取配当金 317 245

 作業くず売却益 219 243

 持分法による投資利益 26 ―

 為替差益 297 181

 デリバティブ評価益 30 20

 雑収入 563 666

 営業外収益合計 1,732 1,605

営業外費用   

 支払利息 919 950

 持分法による投資損失 ― 727

 固定資産廃棄損 519 465

 外国源泉税 322 395

 雑損失 145 234

 営業外費用合計 1,907 2,773

経常利益 254 860

税金等調整前四半期純利益 254 860

法人税等 810 329

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△555 530

少数株主利益 495 637

四半期純損失（△） △1,050 △107
 

EDINET提出書類

フタバ産業株式会社(E02195)

訂正四半期報告書

11/18



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△555 530

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2,669 1,907

 為替換算調整勘定 5,293 2,042

 退職給付に係る調整額 － 115

 持分法適用会社に対する持分相当額 431 141

 その他の包括利益合計 8,394 4,207

四半期包括利益 7,838 4,737

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,668 3,707

 少数株主に係る四半期包括利益 2,170 1,029
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【注記事項】

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 

当第３四半期連結累計期間

(自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日)

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)
従来、連結子会社のうち決算日が12月31日の海外子会社につきましては、同日現在の財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っておりましたが、フタバチェコ㈲他２社は当
連結会計年度より決算日を３月31日に変更しております。
この変更に伴い、平成26年１月１日から平成26年３月31日までの３ヶ月分の損益につきましては、利益剰余金

に直接加減しております。
 

 

 

(会計方針の変更等)

 

当第３四半期連結累計期間

(自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日)

(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下、
「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ
た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付
見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる
債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期
間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加
減しております。
この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が192百万円減少、退職給付に係る負債が

506百万円増加し、利益剰余金が631百万円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経
常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

 
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第３四半期連結累計期間

(自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日)

(税金費用の計算)
一部の連結子会社における税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計
算しております。
なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。
 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

減価償却費 15,048百万円 15,043百万円

のれんの償却額 10百万円 －百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１  配当金支払額

該当事項はありません。

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１  配当金支払額

 

決議
株式の
種類

配当金の
総額

(百万円)

１株当り
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月22日
取締役会

普通株式 209 3.00 平成26年３月31日 平成26年６月23日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３  株主資本の著しい変動

当第３四半期連結累計期間において、総額209百万円の剰余金の配当を行っております。

第１四半期連結会計期間の期首より、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更したことに伴い、期首の利益

剰余金の額が631百万円減少しております。また、フタバチェコ㈲他２社が第１四半期連結会計期間より決算日を３

月31日に変更したことに伴い、期首の利益剰余金の額が138百万円減少しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高        

  外部顧客への売上高 169,475 53,520 17,542 49,288 289,828 － 289,828

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

12,984 0 6 265 13,257 △13,257 －

計 182,460 53,521 17,549 49,554 303,085 △13,257 289,828

セグメント利益又は損失（△） 2,015 △1,387 △641 639 626 △196 429
 

(注) １　セグメント利益の調整額△196百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

調整額
(注)１

合計
(注)２

日本 北米 欧州 アジア 計

売上高        

  外部顧客への売上高 166,995 68,710 22,122 54,160 311,988 － 311,988

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

9,413 1 2 242 9,659 △9,659 －

計 176,409 68,712 22,124 54,402 321,648 △9,659 311,988

セグメント利益又は損失（△） 162 467 △88 1,218 1,761 267 2,028
 

(注) １　セグメント利益の調整額267百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △15円02銭 △1円53銭

(算定上の基礎)   

四半期純損失金額(△)(百万円) △1,050 △107

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純損失金額(△)(百万円) △1,050 △107

普通株式の期中平均株式数(千株) 69,953 69,952
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年６月30日

フタバ産業株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   髙　　橋　　寿　　佳   印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   山　　崎　　裕　　司   印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   矢　　野　　　　　直   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフタバ産業株式

会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る訂正後の四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フタバ産業株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　

その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成27年２月９日に四半期レビュー報告書を提出した。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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